
 

卸売販売業営業所管理者兼務許可申請書 
 

１ 取扱品目 

(1) サンプルのみ      (2) 体外診断用医薬品のみ    

  (3) その他   (3) その他については、次の条件の全てに適合し、営業所管理者として業務

を遂行するに当たって支障がないと認められること。 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行

規則第 138条各号で定める者に対する販売・授与を行っていない。 

・分割販売を行っていない。 

・麻薬、覚せい剤原料及び向精神薬の取扱いがない。 

２ 兼務で管理する営業所管理者 

氏 名  
薬剤師名簿登録番号 

登 録 年 月 日 

第         号 

    年  月  日 

３ 兼務で管理する営業所 

営業所の名称 

※主に勤務する営業所

に○を付けること 

営 業 所 の 所 在 地 許 可 番 号 

   

上記により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第

35条第４項ただし書の規定による許可を申請します。 

なお、兼務を行う上記の営業所において、営業所管理者による十分な管理を行います。 

 

令和  年  月  日 

住 所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

            営 業 者 

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

住 所 

            営業所管理者 

氏 名                   

 愛知県知事 殿 

 
【添付書類】 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第 158

条に基づく手順書の卸売販売業営業所管理者兼務に関する部分(兼務する各々の営業

所の勤務日、勤務時間、代行者氏名、営業所管理者及び代行者の責務等が記載されて

いるもの) 


